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保険料は納期限内に納めましょう
　保険料の納付にお困りの方はご相談ください。災害
により住宅等に著しく損害を受けたり、世帯主の収入
が著しく減少した場合など、保険料の減免が認められ
ることがあります。保険料を滞納すると、通常より有
効期限が短い被保険者証が交付されることがあります。
かかりつけ医・かかりつけ薬局を持ちましょう
　いつも診察してもらう「かかりつけ医」があると、
体質や持病を理解した上で助言をしてもらえたり、必

　国民年金は、20歳から60歳になるまで40年間定額保
険料を納めると、65歳から満額の年金を受け取ること
ができます。
　保険料を納め忘れていると、将来の年金が減額され
たり、万一のときの障害・遺族年金なども受けられな
い場合がありますので、納め忘れがないかご確認くだ
さい。
　10月31日㈫までは、10月から来年３月までの６カ月

　低所得世帯（住民税非課税世帯および住民税均等割
のみ課税世帯）への生活支援として物価高騰対策支援
給付金を支給します。対象となる世帯には案内を郵送
しましたので、ご確認ください。

支給額…１世帯につき３万円
支給対象世帯（基準日…令和５年６月１日）
①�住民税非課税世帯…基準日において当市の住民基本

台帳に記録されており、令和５年度住民税非課税者
のみで構成される世帯

②�住民税均等割のみ課税世帯…基準日において当市の
住民基本台帳に記録されており、令和５年度住民税
均等割のみ課税世帯または均等割のみ課税者と非課
税者で構成される世帯
手�続き…令和５年度に新たに世帯全員が住民税非課税

世帯等となった場合や、令和５年１月２日以降に当
市に転入してきた場合には申請が必要です。案内に
同封した申請書に振込先口座等を記入し、必要書類
とともにご提出ください。
申請期限…９月29日㈮
問い合わせ・申請先
　物価高騰対策支援給付金窓口　内線2989
　（土・日・祝日を除く） 9：00～17：00

要に応じて専門の医療機関を紹介してもらえたりする
ので安心です。
　また、普段から何でも相談できる「かかりつけ薬局」
があると、複数の医療機関の処方を確認して、飲み合
わせが悪くないかをチェックしてもらえます。
お薬手帳は１冊にまとめましょう
　複数の「お薬手帳」を持っている場合は、薬局で１
冊にまとめてもらいましょう。
問い合わせ先…国保年金課　内線2346 

分前納（毎月納めた場合と比べ810円割引）ができます
ので、前納を希望される方は、国民年金保険料納付案
内書に添付されている前納用の納付書をご使用くださ
い。
　また、保険料を確実に納める方法として、便利な口
座振替、クレジットカードでの納付もありますので、
ぜひご利用ください。
問い合わせ先…国保年金課　内線2343

後期高齢者医療被保険者の皆さんへ

「国民年金保険料」の納め忘れはありませんか？

住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯の方へ
「物価高騰対策支援給付金」の申請忘れはありませんか？

　過去に非課税世帯等に対する給付金を市から口
座振込により受給している方には、８月９日に同
じ口座へ支給済みです。

7五所川原市役所　☎ 35－2111


